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１ 建設業の労働災害発生状況

◼業務別労働災害発生状況

令和６年１月１日～令和６年１２月３１日（確定値）

区分

業種別

令和６年確定値 令和５年確定値 対前年 業種
割合
（％）死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数

増減率
（％）

浦
河
労
働
基
準
監
督
署

全産業計 1 192 193 3 193 196 -3 -1.5 100.0

製造業 9 9 10 10 -1 -10.0 4.7

建設業 11 11 2 10 12 -1 -8.3 5.7

林業 5 5 2 2 3 150 2.6

北
海
道
労
働
局

全産業計 48 8,585 8,633 51 9,004 9,055 -422 -4.7 100.0

製造業 7 1,114 1,121 4 1,141 1,145 -24 -2.1 13.0

建設業 18 834 852 6 893 899 -47 -5.2 9.9

林業 4 75 79 4 64 68 11 16.2 0.9

労働者死傷病報告（休業４日以上）による 2
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１ 建設業の労働災害発生状況

◼業務別労働災害発生状況

令和７年１月１日～令和７年９月30日（速報値）

区分

業種別

令和７年【９月末 速報値】 令和６年【前年同期】 対前年 業種
割合
（％）死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数

増減率
（％）

浦
河
労
働
基
準
監
督
署

全産業計 １ 107 108 1 121 122 -14 -11.5 100.0

製造業 １ １ ２ ７ ７ -5 -71.4 1.9

建設業 ７ ７ ３ ３ ４ 133.3 6.5

林業 ４ ４ -４ -100.0

北
海
道
労
働
局

全産業計 39 4,903 4,942 32 5,464 5,496 -554 -10.1 100.0

製造業 ４ 724 728 ４ 766 770 -42 -5.5 14.7

建設業 12 525 537 12 522 534 3 0.6 10.9

林業 ５ 47 52 １ 51 52 0 0.0 1.1

労働者死傷病報告（休業４日以上）による 3
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１ 建設業の労働災害発生状況

墜落・転落,

273, 

32%

転倒, 

133, 

16%
はさまれ・

巻き込まれ, 

90, 

10%

切れ・こすれ,

69,

8%

飛来・落下, 

58, 

7%

その他, 

229, 

27%

令和６年に北海道内で発生した建設業

での労働災害852件の事故の型内訳

4

仮設物、

建築物、

構築物等, 

113, 41%

用具, 96, 

35%

動力運搬機, 

26, 10%

その他, 38, 

14%

令和６年に北海道内で発生した建設業の墜

落災害273件起因物内訳

◆約３割が墜落・転落による災害である。
◆墜落・転落災害のうち約4割が「仮設物、建築物、構築物等」からの墜落・転落で
ある。

◆ ３割以上が「用具」（主としてはしご・脚立等）からの墜落・転落
◆動力運搬機による事故は約４割がトラックからの墜落・転落
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１ 建設業の労働災害発生状況

5

墜落・転落,

69, 

25%

転倒, 

44, 

16%
はさまれ・巻

き込まれ, 

38, 

14%

飛来・落下,

22,

8%

動作の反動、

無理な動作, 

22, 

8%

切れ、こすれ, 

18, 

7%

その他

22%

令和６年に北海道内で発生した土木工事

業での労働災害272件の事故の型内訳

仮設物、建築

物、構築物等, 

20, 29%

動力運搬機, 15, 

22%
用具, 12, 17%

環境等, 10, 

15%

その他, 12, 

17%

令和６年度北海道内で発生した土木工事業の墜

落災害69件起因物内訳

◆ ４分の１が「墜落・転落」による災害で最も多い。

◆ 墜落・転落災害の内、最も多いのが「仮設物、建築物、構築物」からの墜落・転落である。

◆ 次いで「動力運搬機」が２割程度。
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令和７年１月から３月まで 建設業における死亡災害（北海道内）

発生年 発生月 時間帯 規模 事故の型 起因物 災害発生状況

７ １ 14時台
10人以上
29人以下

墜落、転落 用具
被災者は、高さ約２メートルの箇所の壁に石膏ボードを貼り付けるため、
脚立の上から２段目の踏みさんにまたがって、地面に置いた石膏ボードを
持ち上げた際、脚立から墜落したもの。

７ １ 10時台 10人未満 墜落、転落
仮設物、建築物、
構築物等

被災者は、屋上防水工事のため現場に入場し、外部足場のブラケットに
設置した荷の上げ下ろし用電動ウインチを取り外そうとした際、足場の筋
かい、下桟等を取り外し、要求性能墜落制止用器具を使用せず作業をして
いたため、17.6メートル下の地上部まで墜落したもの。

７ １ 15時台
10人以上
29人以下

崩壊、倒壊
仮設物、建築物、
構築物等

被災者は、鉄骨造２階建て建築物の解体工事現場において、屋上部の
床を支える鉄骨梁をガス溶断していたところ、当該梁を切りすぎたため折
損し、屋上の床部分が落下、２階で作業を行っていた被災者が下敷きと
なったもの。

７ ２ ９時台 10人未満 墜落、転落
仮設物、建築物、
構築物等

被災者は、食料品製造工場の新築工事現場において、天井断熱パネル
を屋根骨材から吊った後の吊り具のゆるみの点検作業に従事していたが、
天井裏を移動中にブルーシート養生が施された開口部から5.8メートル下
の床面まで墜落したもの。

７ ２ 14時台 10人未満 墜落、転落 動力クレーン

被災者は、移動式クレーンに積もった雪の除雪作業を行っていた際、移
動式クレーンの操作レバー上部の除雪のため、移動式クレーンの基部と
荷台の鳥居部分の間に足をかけたところ、足を踏み外し、体がアウトリ
ガーと運転席側の荷台壁面の間に挟まったとみられるもの。
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１ 建設業の労働災害発生状況
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令和７年５月から８月まで 建設業における死亡災害（北海道内）

発生年 発生月 時間帯 規模 事故の型 起因物 災害発生状況

７ ５ 14時台
10人以上
29人以下

墜落、転落 建設機械等

被災者は、一般住宅新築工事現場の外構作業において、既存の擁壁を
嵩上げするため、ドラグ・ショベルを運転し当該擁壁の周囲を掘削して付近
に堆積させていたが、当該掘削土をドラグ・ショベルで乗り越えようと前進
させたところ脚部が横滑りして斜面から転落し、その際に運転席から投げ
出され、斜面の下部においてドラグ・ショベルの下敷きとなったもの。

７ ５ 13時台 10人未満
有害物との
接触

環境等

排水処理場の汚泥槽（コンクリート槽、縦１ｍ×横0.5ｍ×深さ5.3ｍ）の中
にある装置の交換作業をするため、換気等の何ら措置を講じずに入槽した。
汚泥槽内部の底部付近で異臭が強くし、脱出しようとしたが、意識不明と
なり、救助後、死亡が確認されたもの。

７ ５ ８時台
10人以上
29人以下

転倒 建設機械等

被災者は、ブル・ドーザーを運転して盛土の敷均し作業に従事していた
が、ブル・ドーザーを停止して履帯の上に立ち、姿勢を変えた際、操作レ
バーに触れてしまったためブル・ドーザーが前進し、履帯上で転倒して体を
打ち付けたもの。

７ ７ 18時台
10人以上
29人以下

高温・低温の
物との接触

環境等
被災者は同僚と共に土場で資材の運搬作業に従事し、午後に資材運搬
作業を終え、同僚は土場から離れた。その後当該事業場の幹部職員が土
場を訪れた際、倒れている被災者を発見したもの。

７ ８ 11時台
10人以上
29人以下

墜落、転落 建設機械等
被災者は、橋梁工事用の作業道の造成のため、乗用のローラーを運転
し、砂利道の転圧作業を行っていたところ、路肩からローラーごと転落した
もの。
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１ 建設業の労働災害発生状況
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令和７年８月から９月まで 建設業における死亡災害（北海道内）

発生年 発生月 時間帯 規模 事故の型 起因物 災害発生状況

７ ８ ８時台
30人以上
49人以下

交通事故
（道路）

乗物
被災者は、道路パトロール業務において、トンネルの中央線付近にあっ
た動物の死骸を回収するため、道路パトロール車を停車させて作業を行っ
ていたところ、反対車線を走行していた一般乗用車にひかれたもの。

７ ９ 10時台
50人以上
99人以下

はさまれ、
巻き込まれ

建設機械等

被災者は、農業用水路工事現場において、用水路を埋設した盛土上で
取付道路の舗装のための丁張りの作業に従事していたが、被災者の近傍
で当該盛土の法面成形作業を行っていたドラグ・ショベルが被災者に向
かって後進し、被災者を轢いたもの。
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１ 建設業の労働災害発生状況

◆ 事故の型では、「墜落・転落」による災害が６件（50％）で最も多い。

→墜落制止用器具の確実な使用の徹底、リスクアセスメントの実施、本足場の使用

の徹底（幅１メートル以上の箇所）、足場の点検時の点検者の指名の徹底

◆ 起因物で最も多いのが「建設機械等」４件（33％）である。

→作業計画の作成、立入禁止区域の明確化、誘導者の配置による転落・接触防止
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令和7年4月末

木材木製品・家具装備品製造業

　　　　年　　齢

　経験期間

1年未満 11 41 10 23 15 6 5 10 121

1年以上5年未満 8 67 37 25 28 12 12 8 197

5年以上10年未満 24 24 21 27 4 7 10 117

10年以上20年未満 1 22 31 29 11 11 5 110

20年以上30年未満 6 40 40 8 7 10 111

30年以上 13 51 33 36 63 196

合    計 19 133 99 153 190 74 78 106 852

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

年齢別・経験期間別労働災害発生状況

合
計歳

代

10 20 30 40 50 60～64

歳
代

65～69 70
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年齢別・経験期間別労働災害発生状況

30年以上

20年以上30年未満

10年以上20年未満

5年以上10年未満

1年以上5年未満

1年未満

年齢（年代）

件数
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◼ 年齢別・経験年数別労働災害発生状況（令和６年 北海道内 建設業）

１ 建設業の労働災害発生状況

◆ 年齢別でみると50歳代、次いで40歳代が多く、60歳以上の高年齢労働者が約３割である。

◆ 経験年数別でみると「１年以上５年未満」、ついで「30年以上」が多い。
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６０歳以上 ６０歳未満 総計

死傷者数 ４ ７ 11

割合 36.4% 63.6% 100.0%

令和６年 建設業の死傷災害（高年齢労働者）
※ 浦河労働基準監督署管内について

高年齢労働者が被災する割合が高い

高年齢労働者への配慮が必要
10

１ 建設業の労働災害発生状況
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・令和６年において北海道内の建設業で発生している労働災害のうち

◇約３割が「墜落・転落」による災害である。

→高所作業時における要求性能墜落制止用器具の適切な使用を周知徹底、

墜落・転落にかかるリスクアセスメントの実施。

◇墜落・転落災害のうち約４割が「仮設物、建築物、構築物」、次いで

「用具（主としてはしご・脚立等）」からの墜落・転落である。

→足場の点検の確実な実施、一側足場の使用範囲の明確化等墜落・転落

災害防止対策、はしご、脚立等からの墜落・転落災害の防止

◇年齢別でみると50歳代、次いで40歳代が多く、60歳以上の高年齢労働

が全体の約３割を占めている。

→「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢労働者の就労状況等を

踏まえた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等の取り組み。
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１ 建設業の労働災害発生状況

建設工事追い込み期労働災害防止運動に基づく取組の実施

建設業においては、例年追い込み期（１０月
～12月）に労働災害が多発の傾向にある。
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２ 建設工事追い込み期労働災害防止運動

◆ 取組期間
令和７年10月１日から同年12月31日まで
（建設安全週間：10月25日から10月31日まで）
◆ 取組実施の背景

 北海道における労働災害は、例年追い込み期に当たる10月から12月
に多発している。

 追い込み期の死亡労働災害の過去５年の死亡者数を労働局別に比
較すると北海道が突出している。

◆重点取組事項
 墜落・転落災害防止対策
 重機災害防止対策（車両系建設機械、移動式クレーン）
 崩壊・倒壊災害防止対策（土砂崩壊、構築物・仮設物等の倒壊）
 交通労働災害防止対策
 急性中毒等予防対策（一酸化炭素、有機溶剤、酸欠・硫化水素）
 火災防止対策

12
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２ 建設工事追い込み期労働災害防止運動
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２ 建設工事追い込み期労働災害防止運動

14

建設工事追い込み期労
働災害防止運動期間中
の掲示をお願いします！



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

３ 建設業の安全衛生対策の推進
墜落制止用器具の適切な使用

15
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
墜落・転落にかかるリスクアセスメントの実施

16



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

17

３ 建設業の安全衛生対策の推進
足場の点検、一側足場の使用範囲の明確化
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
悪天候時に規制のある作業及び悪天候時・天災等に点検等が必要な作業（抜粋）

悪天候時に規制のある作業
強
風

大
雨

大
雪

型枠支保工の組立て等の作業の禁止（則245） ● ● ●

造林等の作業の禁止（則483） ● ● ●

鉄骨の組立て等の作業の中止（則517の３） ● ● ●

鋼橋架設等の作業の中止（則517の７） ● ● ●

木造建築物の組立て等の作業の中止（則517の11） ● ● ●

コンクリート造の工作物の解体等の作業の中止
（則517の15）

● ● ●

コンクリート橋架設等の作業の中止（則517の21） ● ● ●

高さ２ｍ以上の箇所での作業の禁止（則522） ● ● ●

足場の組立て等の作業の中止（則564） ● ● ●

作業構台の組立て等の作業の中止（則575の７） ● ● ●

クレーン作業の中止（ク則31の２） ●

クレーンの組立て等の作業の禁止（ク則33） ● ● ●

移動式クレーンの作業の中止（ク則74の３） ●

土石流の急迫した危険があるときの退避
（則575の13）

－ － －

悪天候時・天災等に点検等が必要な作業
強
風

大
雨

大
雪

暴
風

中
震
以
上
の
地
震

明かり掘削における地山の点検（則358） ● ●

土止め支保工の点検（則373） ● ●

足場の点検（則567） ● ● ● ●

作業構台の点検（則575の8） ● ● ● ●

クレーンの逸走防止、ジブの損壊防止
（ク則31，31の３）

●

屋外のクレーンの点検（ク則37） ● ●

移動式クレーンの転倒防止（ク則74の４） ●

1 「強風」とは、10分間の平均風速が毎秒10m以上の風を、「大雨」と
は一回の降雨量が50mm以上の降雨を、「大雪」とは一回の降雪量が
25cm以上の降雪をいうこと。
2 「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実
際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、
大雪等の気象注意報または気象警報が発せられ悪天候となることが
予想される場合を含む趣旨であること。
3 「暴風」とは、瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風をいうこと。
4 「中震以上の地震」とは、震度階級四以上の地震をいうものである
こと。

「則」とは、労働安全衛生規則、「ク則」とは、クレーン等安全規
則をいうこと。 18
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
はしご・脚立からの墜落・転落防止対策
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20

３ 建設業の安全衛生対策の推進
作業計画書の作成による労働災害防止対策

・使用する機械の種類・能力、作業方法、運行経路
・立入禁止、転倒防止、接触防止

宮崎労働局HPから引用
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
警備員の車両誘導中の労働災害防止対策
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
高年齢労働者等の労働災害の防止

22
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策

23

規制の概要資
料：「石綿則の
改正概要資
料」より引用
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策
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４ その他
石綿健康障害予防対策

25
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４ その他
計画届等について

◆計画届等の種類
①労働安全衛生法第８８条第１項により届出が必要な機械等（工事開始３０日前までに届出）

・型枠支保工（支柱の高さが３.５ｍ以上のものに限る。）

・架設通路（高さ及び長さがそれぞれ１０ｍ以上のものに限る。）

・足場（つり足場、張出し足場は高さに関係なく、それ以外の足場にあっては、高さが１０ｍ以上

の構造のものに限る。※足場、架設通路については設置期間が60日未満のものを除く。

②労働安全衛生法第８８条第３項により届出が必要な建設業の仕事（仕事開始１４日前までに届出）

・掘削の高さ又は深さが10ｍ以上である地山の掘削（ずい道等の掘削及び岩石の採取のた

めの掘削を除く。）の作業（掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らない

ものを除く）を行う仕事

・吹き付け石綿等（レベル１建材）又は石綿含有保温材、耐火被覆材等（レベル２建材）の除去、

封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事 など

疎明資料を添付の上、労働基準監督署への事前の届出が必要
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４ その他
計画届等について

◆計画届等提出時の添付資料について
①機械又は及び建設工事が届出の対象であること（足場高さが10ｍ以上、

掘削の高さ又は深さが10ｍ以上、架設通路の高さ及び長さが10ｍ以上等）

を裏付けるための立面図及び断面図を添付してください。

②足場や架設通路の立面図及び断面図には、手すりや中さん、幅木等の高

さ、壁繋ぎの間隔等の具体的な寸法を記載してください。

→墜落防止措置の状況や強度計算の確認のために必要。特に強度計算時

に使用している数値については、参考・引用している資料等がある場合はす

べて添付するようにしてください。

③工程表で機械の設置期間や仕事の開始日・終了日を強調し（赤枠で囲

う等）、わかりやすく示してください。

→計画届等の記載内容と整合性があるかを確認するため。

④計画届等の対象工事に関わる必要な資格（参画者や作業主任者）につい

て、資格証等の写しを添付してください。
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４ その他参考事項
熱中症防止対策の強化について

28
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御清聴ありがとうございました。

今年（度）も御安全に！！

今回の説明内容も含め、御質問・不明点等があれば

浦河労働基準監督署 監督・安衛課

（ＴＥＬ 0146－22－2113） までお問い合わせください。
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